
 
令和６年８月７日 

 
 

採石法及び砂利採取法の「標識の掲示」に係る改正等について 
 
 

令和 6 年 4月 1日付の採石法及び砂利採取法の改正に伴い、岩石採取標識を掲示いたし
ます。 
併せて、グループ会社である関ベン鉱業株式会社についても同様に掲示いたします。 
 
＜ クニミネ工業株式会社 ＞ 
 

  



＜ 関ベン鉱業株式会社 ＞ 
 

 
 

 
 

以 上 


